
2023年9月版



2
3

10
11
12
14
15
17
18
18

19
21
22
23

25
26
26
26
26
27
27
28
28
30
31
32
32
33

34

36
39
39
40
41

● 保険金・給付金請求のお手続きについて
● 保険金・給付金セルフチェックシート
● 保険金・給付金のお支払いについて
 ■ 入院給付金のお支払いについて
 ■ 在宅ホスピスケアによる入院給付金のお支払いについて
 ■ 手術給付金のお支払いについて
 ■ 入院時手術給付金のお支払いについて
 ■ 入院療養給付金のお支払いについて
 ■ 入院一時金のお支払いについて
 ■ 継続入院給付金のお支払いについて
 ■ 三大疾病継続入院給付金のお支払いについて
 ■ 入院中手術給付金・外来手術給付金・放射線治療給付金
　　　のお支払いについて
 ■ 先進医療給付金のお支払いについて
 ■ 悪性新生物（がん）に対するお支払いについて
 ■ 成人病、女性疾病に対するお支払いについて
 ■ がん一時給付金、心疾患一時給付金、脳血管疾患一時給付金
　　　のお支払いについて
 ■ 入院初期給付金のお支払いについて
 ■ 短期入院給付金のお支払いについて
 ■ 通院給付金のお支払いについて
 ■ 死亡保険金のお支払いについて
 ■ 死亡給付金のお支払いについて
 ■ 高度障害保険金のお支払いについて
 ■ 障害給付金のお支払いについて
 ■ 保険料のお払込免除について
 ■ 特定疾病保険金のお支払いについて
 ■ 介護年金・介護一時金のお支払いについて
 ■ 介護保険金のお支払いについて
 ■ 重度介護保険金のお支払いについて
 ■ 認知症加算年金のお支払いについて
 ■ 就労不能障害年金（一時金）、特定障害年金、
          就労障害サポート年金のお支払いについて
 ■ 短期就労不能給付金、長期就労不能給付金、特定障害給付金、
　　　 就労不能サポート一時金のお支払いについて
　 ■ リビング・ニーズ特約保険金のお支払いについて
 ■ 指定代理請求特約について
● ご請求内容に関する事実の確認について
● 支払審査会について
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（（無解約返戻金型）入院総合保障特約、無解約返戻金型新入院総合保障特約、 無解約返戻金型入院療養特約、新医療保険、医療保険、
  解約返戻金抑制型（新）入院保険、無解約返戻金型入院特約、無解約返戻金型手術給付特約、無解約返戻金型新手術給付特約にご加入されている場合） 10～20

※解約返戻金抑制型（新）入院保険、無解約返戻金型入院特約については、手術はお支払
対象とはなりません。

※解約返戻金抑制型（新）入院保険、無解約返戻金型入院特約については、放射線照射治
療はお支払対象とはなりません。



22～25、29～30













●在宅ホスピスケアとは、通常以下のような状況をいいます。
※余命が限られた患者の希望を尊重し、自宅もしくは介護・療養施設等にて緩和ケア
を行うことです。
※緩和ケアとは、積極的な延命治療（治療効果のあるもの）を行わずに、自宅もしくは
介護・療養施設等にて療養しながら、傷病を原因とした疼痛等の症状の緩和、コント
ロールを目的とした治療、またはその他医療サービスを医師もしくは看護師から定
期的に受けること（点滴、注射等による鎮痛剤投与、栄養剤投与など）をいいます。









●自由診療による入院、労働者災害補償保険、自動車損害賠償責任
保険および公的介護保険が適用された入院、正常な分娩（自然頭
位分娩など）にともなう入院、差額ベッド代、食事療養費、交通
費など公的医療保険制度の給付対象にならない入院はお支払い対
象にはなりません。

●公的医療保険制度によって保険給付の対象となる入院が必要であ
るため、外来扱いのみによる治療、検査等の場合についてはお支
払い対象になりません。（入院については、入院基本料のお支払
いの有無などを参考に判断します）

　※なお、施設上や医療技術上などの問題から、上記に定める入院期間中に別の医
療機関に外来扱いで受診し、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる
治療、検査等を受けた場合についてはお支払対象になります。

●入院した原因と直接関係のない治療を受けた場合（例えば、骨折
のため入院中に、単独では入院を必要としない虫歯の治療を他病
院に通院で受けた場合など）、その虫歯の治療に要した診療報酬
点数についてはお支払い対象になりません。

●海外において入院された場合など、被保険者が入院療養給付金の
お支払事由に該当する入院をしたにもかかわらず、診療報酬点数
が算定されないために入院療養給付金の額が計算できない場合は、
「（入院日数）×（給付倍数）×2,000円」の計算式で算出され
た額をお支払いします。

●診療報酬点数とは、病院または診療所が患者に提供する診療行為
に対する点数で、厚生省告示および厚生労働省告示に基づくもの
をいいます。診療報酬点数を合計し、１点につき単価10円を乗じ
て算定された金額に、自己負担割合（１割・２割・３割）を乗じ
た金額が治療費の自己負担額になります。

●この特約による入院療養給付金の1か月間（月の初日から末日ま
でとします。）のお支払限度額は、ご選択いただいた月間支払限
度になります。

●この特約による入院療養給付金の通算支払限度は、1,000万円で
す。なお、この特約の給付金が通算支払限度に達した場合、この
特約は消滅します。





解約返戻金抑制型入院保険・無解約返戻金型入院特約（2022年9月25日までのご契約）、解約返戻金
抑制型新入院保険（2022年9月26日以降のご契約）により、お取扱いが異なります。

■ 入院一時金のお支払いについて

Ⅰ型

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅱ型

Ⅲ型

Ⅲ型

お支払対象外

1日～入院日数 2日～ 11日～ 21日～ 61日～

入院一時金

入院一時金

入院一時金

入院一時金

入院一時金

入院一時金

継続入院給付金

継続入院給付金

継続入院給付金

継続入院給付金

三大疾病継続
入院給付金
三大疾病継続
入院給付金

三大疾病継続
入院給付金
三大疾病継続
入院給付金

解約返戻金抑制型入院保険・特約
（2022年9月25日までにご加入）

解約返戻金抑制型新入院保険
（2022年9月26日以降にご加入）

給付金
の種類

お支払いする場合 特にご注意いただきたい内容

災
害
入
院
一
時
金
・
疾
病
入
院
一
時
金

解約返戻金抑制型入院保険・無解約返戻金型入院特約

解約返戻金抑制型新入院保険

●「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自
宅等での治療が困難なため、病院または診療所に
入り、常に医師の管理下において治療に専念するこ
とをいいます。

●美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手
術、治療処置をともなわない人間ドック検査などは、
「治療を目的とする入院」ではないためお支払対象
にはなりません。

●日帰り入院はお支払いの対象となりません。
●骨髄幹細胞の採取手術（末梢血幹細胞採取手術を
含みます。）による疾病入院一時金のお支払は保険
期間を通じて2回（保険契約が更新された場合には、
更新前後の保険期間を通算して2回）とし、骨髄幹
細胞の提供者と受容者が同一となる自家移植の場
合にはお支払いしません。
※ご請求にあたっては、正確に漏れなくお支払いさせていた
だくために、ご入院された順番ごとにすみやかにご請求く
ださいますようお願いいたします。

●「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自
宅等での治療が困難なため、病院または診療所に
入り、常に医師の管理下において治療に専念するこ
とをいいます。

●美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手
術、治療処置をともなわない人間ドック検査などは、
「治療を目的とする入院」ではないためお支払対象
にはなりません。

●外来はお支払いの対象となりません。
●骨髄幹細胞の採取手術（末梢血幹細胞採取手術を
含みます。）による疾病入院一時金のお支払は保険
期間を通じて2回（保険契約が更新された場合には、
更新前後の保険期間を通算して2回）とし、骨髄幹
細胞の提供者と受容者が同一となる自家移植の場
合にはお支払いしません。
※ご請求にあたっては、正確に漏れなくお支払いさせていた
だくために、ご入院された順番ごとにすみやかにご請求く
ださいますようお願いいたします。

被保険者が、保険期間中に入院日数が2日以
上の継続した入院をしたとき。
＜災害の場合＞
・この保険の責任開始期以後に発生した不
慮の事故による傷害の治療を目的とする
入院であること。
・不慮の事故の日からその日を含めて180
日以内で、保険期間中に開始した入院であ
ること。

＜疾病の場合＞
・この保険の責任開始期以後に発病した疾
病の治療を直接の目的とする入院、または
この保険の責任開始期の属する日からそ
の日を含めて1年を経過した日以後、骨髄
移植のための骨髄幹細胞の採取手術（末梢
血幹細胞採取手術を含みます。）を受ける
ことを直接の目的とする入院であること。
・保険期間中に開始した入院であること。

被保険者が、保険期間中に入院日数が1日以
上の入院をしたとき。
＜災害の場合＞
・この保険の責任開始期以後に発生した不
慮の事故による傷害の治療を目的とする
入院であること。
・不慮の事故の日からその日を含めて180
日以内で、保険期間中に開始した入院であ
ること。

＜疾病の場合＞
・この保険の責任開始期以後に発病した疾
病の治療を直接の目的とする入院、または
この保険の責任開始期の属する日からそ
の日を含めて1年を経過した日以後、骨髄
移植のための骨髄幹細胞の採取手術（末梢
血幹細胞採取手術を含みます。）を受ける
ことを直接の目的とする入院であること。
・保険期間中に開始した入院であること。



解約返戻金抑制型入院保険・無解約返戻金型入院特約、解約返戻金抑制型新入院保険が対象となります。
■ 継続入院給付金のお支払いについて

給付金
の種類

お支払いする場合 特にご注意いただきたい内容

被保険者が、保険期間中に給付待機日数を
超える継続した入院をしたとき。
＜災害の場合＞
･この保険の責任開始期以後に発生した不
慮の事故による傷害の治療を目的とする
入院であること。
･不慮の事故の日からその日を含めて180
日以内で、保険期間中に開始した入院で
あること。
＜疾病の場合＞
･この保険の責任開始期以後に発病した疾
病の治療を直接の目的とする入院である
こと。
･保険期間中に開始した入院であること。

※「災害入院一時金および災害継続入院給付金」ま
たは「疾病入院一時金および疾病継続入院給付金」
のいずれかが通算支払限度に達した場合、保険契
約は消滅します。
　　ただし、保険契約の型がⅠ型またはⅡ型の場合、
通算支払限度に達した際に保険契約者から当社へ
この保険契約を継続する旨の申出があったときに
は、当社の承諾を得て、次のとおりとします。
・入院一時金および継続入院給付金については消滅
します。
・三大疾病継続入院給付金および保険料払込免除
および死亡給付金（短期払の場合のみ）については
保障を継続することができます。（なお、継続する
場合は、保険料に変更はございません。）

解約返戻金抑制型入院保険・無解約返戻金型入院特約、解約返戻金抑制型新入院保険が対象となります。
■ 三大疾病継続入院給付金のお支払いについて

給付金
の種類

お支払いする場合 特にご注意いただきたい内容

被保険者が、三大疾病の治療を目的として、
保険期間中に60日を超える継続した入院
をしたとき。

●三大疾病とは、約款の附則1に定める「がん」、「心疾
患」、「脳血管疾患」をいいます。
●1入院の支払限度はありません。
●通算支払限度はありません。

三
大
疾
病
継
続

入
院
給
付
金

災
害
継
続
入
院
給
付
金
・
疾
病
継
続
入
院
給
付
金

給付待機日数保険種類 支払限度日数

20日 40日

10日 50日

－ －

20日 40日

10日 50日

－ －

通算支払限度日数

支払日数を通算して1,095日
（入院一時金については、1回の支払いにつき20日とみなして通算します。）

支払日数を通算して1,095日
（入院一時金については、1回の支払いにつき10日とみなして通算します。）

支払日数を通算して30回

支払日数を通算して1,095日
（入院一時金については、1回の支払いにつき20日とみなして通算します。）

支払日数を通算して1,095日
（入院一時金については、1回の支払いにつき10日とみなして通算します。）

支払日数を通算して100回

解約返戻金抑制型入院保険
無解約返戻金型入院特約

解約返戻金抑制型新入院保険

Ⅱ型

Ⅲ型

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅲ型

Ⅰ型

型



■ 入院中手術給付金・外来手術給付金・放射線治療給付金の
　 お支払いについて
（無解約返戻金型手術給付特約および無解約返戻金型新手術給付特約が対象となります。
  なお、無解約返戻金型手術給付特約には外来手術給付金はありません）
解約返戻金抑制型（新）入院保険、無解約返戻金型入院特約とあわせて主契約に付加される特約になります。

















保険金の種類 特にご注意いただきたい内容

■ 死亡給付金のお支払いについて

■ 高度障害保険金のお支払いについて

（新医療保険、医療保険、解約返戻金抑制型（新）入院保険、がん診断保険、特定疾病保障定期保険、三大疾病保障保険、
解約返戻金抑制型就労不能障害保険、（米国ドル建）介護終身保険（認知症加算型）、介護一時金保険、終身介護保険のみ対象となります）

保険金の種類 お支払いする場合 特にご注意いただきたい内容

●解約返戻金抑制型（新）入院保険につきましては、入院一時金額を死亡給付
金としてお支払いします。

（新）医療保険、解約返戻金
抑制型（新）入院保険、終身
介護保険、解約返戻金抑制
型就労不能障害保険にお
いて被保険者が、保険料払
込期間満了後、保険期間中
に死亡したとき。
＜短期払のみ＞



特にご注意いただきたい内容対象となる身体障害状態

不慮の事故による
身体障害状態の場合

疾病による
身体障害状態の場合

被保険者が、保険期間中に生
じた不慮の事故を直接の原因
として、その事故の日からその
日を含めて180日以内に、約
款所定の身体障害の状態に該
当し回復の見込みがないとき
に、お払込みを免除します。

被保険者が、保険期間中に発
病した疾病を直接の原因とし
て、約款所定の身体障害状態
に該当し回復の見込みがな
いときに、お払込みを免除し
ます。

●対象となる不慮の事故
とは、「急激かつ偶発的
な外来の事故」であり、
かつ約款所定の「対象と
なる不慮の事故」による
ものとします。

●約款所定の「身体障害
の状態」につきまして
は、セルフチェックシート
欄（8ページ、9ページ）
および当社約款をご参
照ください。

種類 保険料のお払込みを免除する場合 特にご注意いただきたい内容

■ 保険料のお払込免除について

特にご注意いただきたい内容給付金の種類

■ 障害給付金のお支払いについて

【疾病障害による保険料払込免除特
約、三大疾病・疾病障害による保険
料払込免除特則（※１）を付加され
ている場合に対象となります。】
※1 三大疾病・疾病障害による保険料

払込免除特則は、「変額保険（年金
型）」においてのみ付加可能な特
則になります。



がん

心疾患

がんの責任開始期以後、保
険料払込期間中に初めてが
んに罹患したと医師によっ
て診断確定されたとき

がん給付以外の責任開始期以
後、保険期間中につぎのいず
れかに該当したとき
①がん以外の責任開始期以後
に発病した急性心筋梗塞の
治療を直接の目的とする１
日以上の入院をしたとき

②がん以外の責任開始期以後
に発病した急性心筋梗塞以
外の心疾患の治療を直接の
目的とした10日以上の継続
した入院をしたとき

③がん以外の責任開始期以後
に発病した心疾患の治療を
直接の目的として、公的医
療保険制度において保険給
付の対象となる医科診療報
酬点数表により手術料が算
定された手術を受けたとき

がん給付以外の責任開始期
以後、保険期間中につぎのい
ずれかに該当したとき
①がん以外の責任開始期以
後に発病した脳卒中の治療
を直接の目的とする１日以
上の入院をしたとき

②がん以外の責任開始期以
後に発病した脳卒中以外の
脳血管疾患の治療を直接
の目的とした10日以上の
継続した入院をしたとき

③がん以外の責任開始期以
後に発病した脳血管疾患
の治療を直接の目的とし
て、公的医療保険制度にお
いて保険給付の対象となる
医科診療報酬点数表によ
り手術料が算定された手
術を受けたとき

●心疾患（急性心筋梗塞を含む）の診断確定のみでは対象
とはなりません。

●「急性心筋梗塞以外の心疾患の治療を直接の目的とした
10日以上の継続した入院」とは、転入院・再入院により、
その退院日の翌日からその日を含めて31日以内に、そ
れぞれの入院の直接の原因となった心疾患が同一または
医学上重要な関係があると会社が認めた入院を開始した
場合にも、継続した1回の入院とみなし、お取扱いします。

●脳血管疾患（脳卒中を含む）の診断確定のみでは対象
とはなりません。

●「脳卒中以外の脳血管疾患の治療を直接の目的とした
10日以上の継続した入院」とは、転入院・再入院によ
り、その退院日の翌日からその日を含めて31日以内
に、それぞれの入院の直接の原因となった脳血管疾患
が同一または医学上重要な関係があると会社が認めた
入院を開始した場合にも、継続した1回の入院とみな
し、お取扱いします。

●がんの治療を目的とした入院・手術は対象とはなりません。
【がんの診断確定と無効について】
●被保険者が告知日以前または告知日からがんの責任開
始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、そ
の診断確定の日からその日を含めて６ヶ月以内に、会社
へその診断確定に関する書類のご提出、かつ申し出が
あったときは特則は無効になります。
無効のお申し出がなければ、「心疾患」「脳血管疾患」に対
する保障として特則を継続できる場合があります。

三大疾病による
所定の状態の場合
【三大疾病・疾病障害によ
る保険料払込免除特則
（※１）を付加されている
場合に対象になります。】
※1 三大疾病・疾病障害に

よる保険料払込免除特
則は、「変額保険（年金
型）」においてのみ付加
可能な特則になります。

種類 保険料のお払込みを
免除する場合 特にご注意いただきたい内容

脳血管疾患











※各年金および一時金のお支払事由につきましては当社ホームページをご参照ください。ご不明な点につきまして
は担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。



心臓の疾患により所定の就労不能障害状態（状態1）に該当し、その状態に該当した日から
その日を含めて540日以上継続したと医師によって診断されたとき



■ 短期就労不能給付金、長期就労不能給付金、特定障害給付金、
　 就労不能サポート一時金のお支払いについて
（解約返戻金抑制型就労不能状態収入保険、無解約返戻金型就労不能サポート特約のみ対象となります。）

【第1回短期就労不能給付金】
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後に
発生した傷害（精神・神経疾患を原因とするもの
を除きます。）または発病した疾病（精神・神経疾
患を除きます。）を直接の原因として就労不能状
態A（※1）に該当したとき。ただし、就労不能状
態A（※１）のうちア．については60日以上継続
したと医師によって診断されることを要します。

【第6回短期就労不能給付金】
被保険者が、保険期間中の第6回の支払判定日
に、責任開始期以後に発生した傷害（精神・神経
疾患を原因とするものを除きます。）または発病
した疾病（精神・神経疾患を除きます。）を直接の
原因としてア、イ、ウのいずれかの就労不能状態
A（※1）に該当したとき。ただし、就労不能状態A
（※1）のうちア．については直前の支払判定日か
ら継続していると医師によって診断されること
を要します。

【第2回以後第5回までの短期就労不能給付金】
保険期間中に第2回から第5回までの支払判定
日がそれぞれ到来したとき

【第7回以後第17回までの短期就労不能給付金】
保険期間中に第7回から第17回までの支払判
定日がそれぞれ到来したとき

●「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道
整復師を含む）による治療（柔道整復師による施
術を含む）が必要であり、かつ自宅等での治療
が困難なため、病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいい
ます。
●「在宅療養」とは、医師による治療が必要である
ため、医師の指示（公的医療保険制度に基づく
医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指
導料（往診料および救急搬送診療料を除く）の
算定対象として列挙されている診療行為等）に
もとづき、日本国内の自宅等（病院または診療
所以外の施設を含む）において治療に専念する
ことをいいます。
●「障害等級1級または2級」とは、国民年金法施
行令第4条の6別表に定める障害等級1級また
は2級の状態をいいます。
●「支払判定日」とは、第1回短期就労不能給付金
の支払事由に該当した日をいいます。なお、第2
回以後の短期就労不能給付金の「支払判定日」
は、第1回短期就労不能給付金の支払事由に該
当した日及び支払事由該当日の月単位の応当日
をいいます。

【長期就労不能給付金判定日の長期就労不能給付金】
被保険者が、保険期間中の長期就労不能給付金
判定日に、責任開始期以後に発生した傷害（精神・
神経疾患を原因とするものを除きます。）または
発病した疾病（精神・神経疾患を除きます。）を直
接の原因として就労不能状態A（※１）に該当した
とき。ただし、就労不能状態A（※１）のうちア．に
ついては直前の支払判定日から継続していると
医師によって診断されることを要します。

【長期就労不能給付金判定日後つぎの長期就労
不能給付金判定日前の長期就労不能給付金】
長期就労不能給付金判定日からつぎの長期就
労不能給付金判定日の間の支払判定日が到来し
たとき

●「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道
整復師を含む）による治療（柔道整復師による施
術を含む）が必要であり、かつ自宅等での治療
が困難なため、病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいい
ます。
●「在宅療養」とは、医師による治療が必要である
ため、医師の指示（公的医療保険制度に基づく
医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指
導料（往診料および救急搬送診療料を除く）の
算定対象として列挙されている診療行為等）に
もとづき、日本国内の自宅等（病院または診療
所以外の施設を含む）において治療に専念する
ことをいいます。
●「障害等級1級または2級」とは、国民年金法施
行令第4条の6別表に定める障害等級1級また
は2級の状態をいいます。
●長期就労不能給付金の「支払判定日」とは、18
回目の支払事由該当日及び支払事由該当日の月
単位・年単位の応当日をいいます。

給付金
の種類

短
期
就
労
不
能
給
付
金

長
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就
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不
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付
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※各給付金および一時金のお支払事由につきましては当社ホームページをご参照ください。ご不明な点につきまし
ては担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。



【第1回特定障害給付金】
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後に
発生した傷害（精神・神経疾患を原因とするもの
に限ります。）または発病した疾病（精神・神経疾
患に限ります。）を直接の原因として就労不能状
態B（※２）に該当したとき。
ただし、就労不能状態B（※２）のうちア．につい
ては60日以上継続したと医師によって診断さ
れることを要します。

【第2回以後第5回までの特定障害給付金】
保険期間中に第2回から第5回までの支払判定
日がそれぞれ到来したとき

【第7回以後第17回までの特定障害給付金】
保険期間中に第7回から第17回までの支払判
定日がそれぞれ到来したとき

【第6回特定障害給付金】
被保険者が、保険期間中の第6回の支払判定日
に、責任開始期以後に発生した傷害（精神・神経
疾患を原因とするものに限ります。）または発病
した疾病（精神・神経疾患に限ります。）を直接の
原因として就労不能状態B（※２）に該当したと
き。ただし、就労不能状態B（※２）のうちア．につ
いては直前の支払判定日から継続していると医
師によって診断されることを要します。

●「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道
整復師を含む）による治療（柔道整復師による施
術を含む）が必要であり、かつ自宅等での治療
が困難なため、病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいい
ます。
●特定障害給付金のお支払いは最大17回となり
ます。

被保険者が、この特約の責任開始期以後に発生
した傷害（精神・神経疾患を原因とするものを除
きます。）または発病した疾病（精神・神経疾患を
除きます。）を直接の原因として、この特約の保
険期間中につぎのいずれかに該当したとき。

（1）入院または在宅療養が60日以上継続した
と医師によって診断されたとき

（2）障害等級1級、2級または3級に認定された
とき

（3）つぎのいずれかに該当したとき
（a）就労制限障害状態のうち、状態1のいずれ

かの状態に該当し、その状態に該当した
日からその日を含めて180日以上継続し
たと医師によって診断されたとき

（b）就労制限障害状態のうち、状態2のいず
れかに該当したとき

（4）高度障害状態に該当したとき

●「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復
師を含む）による治療（柔道整復師による施術を含
む）が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なた
め、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に
おいて治療に専念することをいいます。
●「在宅療養」とは、医師による治療が必要であるた
め、医師の指示（公的医療保険制度に基づく医科診
療報酬点数表によって在宅患者診療・指導料（往診
料および救急搬送診療料を除く）の算定対象として
列挙されている診療行為等）にもとづき、日本国内
の自宅等（病院または診療所以外の施設を含む）に
おいて治療に専念することをいいます。
●「障害等級1級、2級」とは、国民年金法施行令第4条
の6別表に定める障害等級1級、2級をいいます。
●「障害等級３級」とは、次のいずれかに定める障害
等級3級の状態をいいます。
（1）厚生年金保険法施行令第3条の8別表第1
（2）国家公務員共済組合法施行令第11条の7の6別表第1
（3）地方公務員等共済組合法施行令第25条の8別表第1
（4）私立学校教職員共済法施行令第7条
●「就労制限障害状態（状態1）」とは、心疾患により
労働が著しい制限を受ける程度の状態などです。
●「就労制限障害状態（状態2）」とは、心臓ペース
メーカーを装着した状態などです。

給付金
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（※1）就労不能状態A（ア、イ、ウのいずれかに該当した状態）
ア. 入院または在宅療養
イ. 障害等級1級または2級に認定されたとき。ただし、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級の第10号または2級の第16号の状態に認定された場合を除きます。
ウ. 高度障害状態
（※2）就労不能状態B（ア、イのいずれかに該当した状態）
ア．入院　イ．障害等級1級または2級のうち、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級の第10号または2級の第16号の状態に認定されたとき。



【ご契約例】　保障期間65歳
（主契約） 就労不能状態収入保険 ： 年金月額20万円
（特　約） 就労不能サポート特約  ： 一時金200万円

具体例　脳出血により60日以上入院されたとき

支払判定日支払判定日支払判定日

20万円20万円20万円

長期就労不能給付金の直前の支払判
定日から、就労不能状態が継続してい
ると医師に診断された場合、支払確定
（主契約）

長期就労
不能給付金

20万円20万円20万円

200万円

短期就労
不能給付金

20万円20万円20万円20万円

第5回短期就労不能給付金の支払判定日から、第6
回目の支払判定日まで 就労不能状態が継続してい
ると医師に診断された場合、第6回目から第17回
目の支払確定（主契約）

第6回短期
就労不能給付金

就労不能
サポート一時金

脳出血で
60日入院

第2回目から第5回目の
支払確定（主契約）





この確認を行うことで、お支払可否決定までにお時間がかかることになります。確認会社によるお客さまとの
面談開始後、約１ヶ月から２ヶ月（長くて半年ほど）のお時間を要しております。なお、確認先が複数になる、ある
いは、確認先の都合や事故原因の調査を行う場合に相当の日数を要することもございます。ご理解、ご了承く
ださいますようお願いします。
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